
耐震安全性の目標

　大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られているとともに、大
きな補修をすることなく、必要な設備機能を相当期間継続できることを目標とす
る。

　大地震動後、構造体の大きな補修をすることなく建築物を使用できることを目
標とし、人命の安全確保に加えて機能確保が図られるものとする。

建築設備

甲類

　大地震動により構造体の部分的な損傷は生じるが、建築物全体の耐力の低下は
著しくないことを目標とし、人命の安全確保が図られるものとする。

建築非構造部
材

Ａ類
　大地震動後、災害応急対策活動等を円滑に行ううえ、又は危険物の管理のうえ
で支障となる建築非構造部材の損傷、移動等が発生しないことを目標とし、人命
の安全確保に加えて十分な機能確保が図られるものとする。

Ｂ類
　大地震動により建築非構造部材の損傷、移動等が発生する場合でも、人命の安
全確保と二次災害の防止が図られていることを目標とする。

部　位 分 類 耐　震　安　全　性　の　目　標

構 造 体

乙類
　大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られていることを目標と
する。

Ⅲ類

Ⅰ類
　大地震動後、構造体の補修をすることなく建築物を使用できることを目標と
し、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られるものとする。
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（４）

　（２）及び（３）に掲げるもの以外の指定地方行政機関が使用する官
庁施設並びに警察大学校等、機動隊、財務事務所等、河川国道事務所
等、港湾事務所等、開発建設部、空港事務所等、航空交通管制部、地方
気象台、測候所、海上保安監部等及び地方防衛支局が使用する官庁施設

Ⅱ
類

Ａ
類

甲
類

（５） 　病院であって、災害時に拠点として機能すべき官庁施設
Ⅰ
類

Ａ
類

甲
類

（６） 　病院であって、（５）に掲げるもの以外の官庁施設
Ⅱ
類

Ａ
類

甲
類

（７）
　学校、研修施設等であって、災害対策基本法第２条第１０号に規定す
る地域防災計画において避難所として位置づけられた官庁施設（（４）
に掲げる警察大学校等を除く。）

Ⅱ
類

Ａ
類

乙
類

（８）
　学校、研修施設等であって、(７)に掲げるもの以外の官庁施設((４）
に掲げる警察大学校等を除く。）

（９） 　社会教育施設、社会福祉施設として使用する官庁施設

（１０）
　放射性物質若しくは病原菌類を貯蔵又は使用する施設及びこれらに関
する試験研究施設として使用する官庁施設

Ⅰ
類

Ａ
類

甲
類

（１１）
　石油類、高圧ガス、毒物、劇薬、火薬類等を貯蔵又は使用する官庁施
設及びこれらに関する試験研究施設として使用する官庁施設

Ⅱ
類

Ａ
類

甲
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（１２） 　（１）から（１１）に掲げる官庁施設以外のもの
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　この表において、「海上保安監部等」とは、海上保安庁法第１３条及び海上保安庁組織規則（平成１３年国土交通省令第
４号）第１１８条に規定する海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地、海上保安署、海上交通センター、航空基地、
特殊警備基地、特殊救難基地、機動防除基地、ロランセンター及び航路標識事務所をいう。

  この表において、「港湾事務所等」とは、国土交通省設置法第３２条及び地方整備局組織規則第１４０条に規定する港湾
事務所、港湾・空港整備事務所、空港整備事務所及び航路事務所並びに内閣府設置法第４７条及び沖縄総合事務局組織規則
第９４条に規定する港湾・空港整備事務所及び港湾事務所をいう。

　この表において、「開発建設部」とは、国土交通省設置法第３４条に規定する開発建設部をいう。
　この表において、「空港事務所等」とは、国土交通省設置法第３９条及び地方航空局組織規則（平成１３年国土交通省令
第２５号）第３５条に規定する空港事務所、空港出張所、空港・航空路監視レーダー事務所、航空路監視レーダー事務所及
び航空衛星センターをいう。

　この表において、「航空交通管制部」とは、国土交通省設置法第４０条に規定する航空交通管制部をいう。
　この表において、「地方気象台」とは、国土交通省設置法第５０条第１項に規定する地方気象台をいう。
　この表において、「測候所」とは、国土交通省設置法第５０条第３項に規定する測候所をいう。

乙
類

　この表において、「管区海上保安本部」とは、海上保安庁法（昭和２３年法律第２８号）第１２条及び国土交通省組織令
（平成１２年政令第２５５号）第２５８条に規定する管区海上保安本部をいう。

　この表において、「警察大学校等」とは、警察法（昭和２９年法律第１６２号）第２７条に規定する警察大学校、同法第
２９条第４項に規定する皇宮警察学校、同法第３２条に規定する管区警察学校並びに同法第５４条に規定する警視庁警察学
校及び道府県警察学校をいう。

　この表において、「機動隊」とは、警察法施行令（昭和２９年政令第１５１号）第３条に規定する機動隊をいう。
　この表において、「財務事務所等」とは、財務省設置法（平成１１年法律第９５号）第１５条及び財務省組織令（平成１
２年政令第２５０号）第８３条に規定する財務事務所及び財務省組織規則（平成１３年財務省令第１号）第２６１条に規定
する出張所並びに内閣府設置法（平成１１年法律第８９号）第４７条及び沖縄総合事務局組織規則（平成１３年内閣府令第
４号）第９４条に規定する財務出張所をいう。

　この表において、「河川国道事務所等」とは、国土交通省設置法（平成１３年法律第１００号）第３２条及び地方整備局
組織規則（平成１３年国土交通省令第２１号）第１４０条に規定する河川国道事務所、砂防国道事務所、河川事務所、国道
事務所及び営繕事務所並びに内閣府設置法第４７条及び沖縄総合事務局組織規則第９４条に規定する国道事務所をいう。

（２）

　災害対策基本法第２条第４号に規定する指定地方行政機関（以下「指
定地方行政機関」という。）であって、２以上の都府県又は道の区域を
管轄区域とするものが使用する官庁施設及び管区海上保安本部が使用す
る官庁施設

（３）

　東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、愛知県、大阪府、京都府及び兵
庫県並びに大規模地震対策特別措置法（昭和５３年法律第７３号）第３
条第１項に規定する地震防災対策強化地域内にある（２）に掲げるもの
以外の指定地方行政機関が使用する官庁施設

Ⅱ
類

Ｂ
類

　この表において、「地方防衛支局」とは、防衛省設置法（昭和２９年法律第１６４号）第３４条及び地方防衛局組織規則
（平成１９年防衛省令第１０号）第４７条に規定する地方防衛支局をいう。

耐震安全性の分類

　対象施設は「国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準」(平成6年12月15
日建設省告示第2379号)によるものであり、以下に平成25年3月29日改正時点の分類を示す。

対 　象　 施　 設

耐震安全性
の分類

（１）

　災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第３号に規定す
る指定行政機関が使用する官庁施設（災害応急対策を行う拠点となる
室、これらの室の機能を確保するために必要な室及び通路等並びに危険
物を貯蔵又は使用する室を有するものに限る。以下（２）から（１１）
において同じ。）
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